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１ 策定に当たって

  平成１７年４月１日の５町合併から市制２０周年を迎え、これまで積み上

げてきた成果を糧に、更なるまちづくりを進める指針となる「第２次淡路市総

合計画」に基づく各種施策を確実に実行し、市の将来像である「いつかきっと

帰りたくなる街づくり」の実現に向けて、市民・住民、地域、行政等が一体と

なり進めているところである。

  このような状況の下、本市職員の定員適正化については、４次にわたる定員

適正化計画を策定し、職員数を市発足時の７１０人から２８３人（約３９％）

減員し、令和７年４月１日現在では４２７人とし、総人件費の削減を図り、職

員の定員適正化に努めてきたところである。

  一方、人口減少や少子高齢化の急速な進行、制度改正に伴う新たな業務など、

社会情勢の変化や市民ニーズに的確に対応し、安定した市民サービスを提供

していくためには、行政サービスが低下することがないよう、中長期的な視点

に立って、計画的な職員採用により、本市の実情に応じた適正な職員数を確保

する必要がある。

  これらを踏まえ、改めて、「（第５次）定員適正化計画（計画期間・令和８年

度～令和１２年度）」を策定するものである。

２ これまでの定員管理の状況

  第１次定員適正化計画では、市発足当初の平成１７年４月１日現在の職員

数７１０人を、平成２２年４月１日時点で６４７人を目標とし、早期退職を奨

励し、採用人数を抑制した結果目標を大きく上回る達成状況（１５４人の削減）

となった。

  第２次定員適正化計画では、平成２２年４月 1 日現在の職員数５５６人を

基準として、平成２３年度から平成２７年度までを計画期間とし、平成２７年

度における目標値を４５３人と設定し、計画終了年度の平成２７年度時点で

は１０９人減の４４７人となった。

  第３次定員適正化計画では、平成２７年４月 1 日現在の職員数４４７人を

基準として、平成２８年度から令和２年度までを計画期間とし、令和２年度に

おける目標値を４１３人とし、計画終了年度の令和２年度時点では３６人減

の４１１人となった。

  第４次定員適正化計画では、令和２年４月 1 日現在の職員数４１１人を基

準として、令和３年度から令和７年度までを計画期間とし、令和７年度におけ

る目標値を４３０人とし、計画終了年度の令和７年度時点では１６人増の４

２７人となっており、市発足当初との比較では、２８３人（△３９.８％）の

減員となっている。

表１ 職員数の推移（平成１７年～令和７年：各年４月１日現在）
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（人）

区分 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

総職員数 710 699 667 619 604 556 538 507 487 467 447

【前年度比較増減数】
▲

11

▲

32

▲

48

▲

15

▲

48

▲

18

▲

31

▲

20

▲

20

▲

20

定員適正化計画

（平成１８年２月策定）
710 700 696 678 656 647

定員適正化計画

（平成２３年３月策定）
556 532 515 498 471 453

区分 H27 H28 H29 H30 H31 R02 R03 R04 R05 R06 R07

総職員数 447 428 419 417 404 411 409 412 421 430 427

【前年度比較増減数】
▲

19

▲

9

▲

2

▲

13
7

▲

2
3 9 9

▲

3

定員適正化計画

（平成２７年５月策定）
447 438 426 420 413 413

定員適正化計画

（令和２年５月策定）
411 410 414 419 425 430

表２ 部門別職員数の推移（各年度４月１日現在）

（人）

区  分 Ｈ１７ Ｈ２２ Ｈ２７ Ｒ２ Ｒ７
合併当初比較

（R7－H17）

普 
 

通 
 

会 
 

計 
 

部 
 

門

一

般

行

政

部

門

議会 ４ ５ ３ ３ ４ ０

総務企画 １１３ １２６ １１６ ９５ １０７ △６

税務 ２５ ２３ ２６ ２５ ２４ △１

民生 １９７ １３９ １０４ ９４ １０４ △９３

衛生 ４２ ４２ ３５ ３４ ３７ △５

農林水産 ５９ ２８ ２７ ３０ ２９ △３０

商工 ６ １０ １２ １３ １０ ４

土木 ５０ ３６ ２８ ２８ ２９ △２１

計 ４９６ ４０９ ３５１ ３２２ ３４４ △１５２

教育部門 ７５ ６８ ５３ ４９ ４４ △３１

消防部門 １ １ １ ０ １ ０

小 計 ５７２ ４７８ ４０５ ３７１ ３８９ △１８３
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公
営
企
業
会
計
部
門

病 院 １６ １５ １０ ８ ７ △９

水 道 ３１ １ ０ ０ ０ △３１

下水道 ３１ ４ ３ ４ ４ △２７

その他 ６０ ５８ ２９ ２８ ２７ △３３

小 計 １３８ ７８ ４２ ４０ ３８ △１００

合  計 ７１０ ５５６ ４４７ ４１１ ４２７ △２８３

（洲本市）合計 ５８６ ４８３ ４５６ ４３０
(R6)

４２７

（南あわじ市）合計 ６５１ ５７６ ４８７ ４７１
(R6)

４６２

３ 現在の状況と課題

(１) 職員数（令和７年４月１日現在）部門別職員数の比較

表１ 類似団体職員数及び近隣２市との部門別職員数の比較

（人）

区 分 淡路市
類似団体

修正値
比較 洲本市 南あわじ市

普

通

一

般

会

議 会 ４ ６ △２ ４ ６

総務企画 １０７ １１１ △４ ９５ １２４

税 務 ２４ ２５ △１ １７ １５

農林水産 ２９ ３４ △５ ２９ ３９

商 工 １０ １６ △６ ９ １５

会

計

部

門

計

部

門

土 木 ２９ ３５ △６ ３１ ２９

民 生 １０４ ８２ ２２ １０５ ８４

衛 生 ３７ ４０ △３ ３６ ３２

労 働 ０ ０ ０ １ ０

小 計 ３４４ ３４９ △５ ３２７ ３４４

教育部門 ４４ ５４ △１０ ４３ ７８

計 ３８８ ４０３ △１５ ３７０ ４２２

消防部門 １ ８６ △８５ ２ ０

合 計 ３８９ ４８９ △１００ ３７２ ４２２

※ 類似団体修正値は、人口や産業構造の類似した団体と比較し、各部門の職員配置数

（令和６年４月１日）の平均を示したもので、当該部門に職員を配置している団体を対

象に比較した指標となるものである。

※ 実施している事業にばらつきがある公営企業会計部門は除外している。

※ 洲本市及び南あわじ市は、令和６年４月１日現在の定員管理職員数である。

(２) 職員の年齢構成（令和７年４月１日現在）

表２ 職員の年齢構成
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（％）

年 齢
20

未満

20

～23

24

～27

28

～31

32

～35

36

～39

40

～43

44

～47

48

～51

52

～55

56

～59

60

以上

人数（人） 0 15 40 40 40 38 32 31 58 78 44 11

構成比 0 3.5 9.4 9.4 9.4 8.9 7.5 7.2 13.6 18.2 10.3 2.6

(３) 定年退職予定者数

    令和５年４月から定年年齢が段階的に引き上げられることになり、令

和１４年には定年年齢が６５歳になる。

    令和１４年までは定年退職は２年に一度になり、今後１０年間の退職

予定者数は、年度によって大きなばらつきが生じる。

表３ 定年退職予定者数

（人）

退職年度 Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ10 Ｒ11 Ｒ12 Ｒ13 Ｒ14 Ｒ15

退職予定者数 ２ ０ ５ ０ ５ ０ １４ ０ １２

（うち保育士） ０ ０ ０ ０ ０ ０ １ ０ １

(４) 育児休業取得者等の状況

    育児休業取得者等の状況は、次表のとおりである。

今後も育児休業等を希望に応じて取得でき、育児を行う職員の職業生

活と家庭生活の両立を一層容易にするため、子育てがしやすい職場づくり

に取り組む必要があり、加えて男性の育休取得促進の取組により、育児休

業等の取得者はさらに増加することが見込まれる。

  表４ 育児休業取得者等の状況

（人）

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

職 員 の 年 齢 構 成
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Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

育児休業取得者

（うち男性の取得者）

１３

（１）

１４

（０）

２２

（５）

１９

（２）

２５

（７）

部分休業・育児短時間勤

務者
７ １１ １１ １０ １３

心身の故障による休職

者
１ ３ ５ ５ ９

(５) 会計年度任用職員数の状況

    正規職員数は、これまでの定員適正化計画に基づき縮減を進めてきた

が、その一方で会計年度任用職員数は、変化する社会経済情勢への対応を

はじめ、国や県からの権限移譲に伴う業務のほか、育児休業や病気休職者

に対する対応などにより、近年は微増傾向が続いている。

    会計年度任用職員数の管理については、令和５年度からの定年延長に

よる役職定年を迎える正規職員の職員数の動向を注視しつつ、職務内容

や採用数を検証しながら適正管理に努めていく。

  表５ 会計年度任用職員数の推移（各年度４月１日現在）

（人）

Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

５０６ ５２１ ５２１ ５１８ ５１８

(６) 現状分析及び課題

    表１から、現状の職員数は他の類似団体と比較すれば、消防の職員数を

除いて１５人少なく、民生の部門を除き、類似団体を下回る職員数となっ

ている。今後も、行政サービスの低下を招かないよう適正配置に向けた取

組が必要である。

    職員数の内訳では、民生の部門は、少子高齢化の急速な進行など、社会

情勢の変化や市民ニーズに的確に対応し、安定した市民サービスを提供

するため多く、一方、教育の部門については、公民館等社会教育施設の設

置数の違いが影響し、少なくなっていると考えられる。

    次に、表２から、職員の年齢構成は、５０歳代前半の職員層が多く、職

員採用の抑制による４０歳代の職員層が少なくなっており、年齢構成に

偏りがある。

    この偏りにより、職員の知識や技術の継承などが円滑に行われない問

題など、組織の活力低下による弱体化等の懸念がある。

    次に、表３による今後の定年退職予定者数の推移をみると、定年年齢の

引上げに伴い、一時的に定年退職者が少なくなるが、計画的な採用による

職員の年齢構成の平準化を推進していく必要がある。
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    表４及び表５から、育児を行う職員の職業生活と家庭生活の両立や育

児休業の促進のため、今後育児休業等の取得者の増加が見込まれること、

また、変化する社会情勢への対応などにより、会計年度任用職員数と、定

年延長による役職定年を迎える正規職員の職員数の動向を注視しつつ、

職務内容や採用数を検証しながら、職員数の適正な管理に努めていく必

要がある。

４ 定員適正化計画について

(１) 策定方針

    これまでの行財政改革の取組により、健全化判断比率は着実に改善し、

危機的な財政状況から脱したとはいえ、依然高い水準であり、第二の財政

危機を踏まえながら、行政サービスの維持の観点から、専門職員の採用や

将来の年齢構成等も十分考慮し、平準化を図りながら一定数の職員を採

用するなど、適正な定員管理の目標設定を行うこととする。

(２) 計画期間

    計画期間は、令和８年度から令和１２年度までの５か年間とする。

(３) 目標職員数

       ４７０人（令和１２年４月１日）

  増 員   ５０人

  減 員  １０人

  差 引 ４０人（令和７年度当初比９．３％）

(４) 定員適正化計画の年次別進捗状況の目標（各年度４月１日）

（人）

年  度 Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ１０ Ｒ１１ Ｒ１２

【計画値】 ４３０ ４４０ ４４５ ４５５ ４６０ ４７０

[前年比較] △３ ４ ５ ６ ５

退職者数 ０ △５ ０ △５ ０

採用者数 １０ １０ １０ １０ １０

※ 退職者数は、当該年度の前年度の定年退職予定者数である。

※ 採用者数は、当該年度４月１日の採用予定者数である。

５ 計画の実施に当たって

(１) 計画的な職員の採用

    令和１４年までは定年退職は２年に一度になるが、将来の年齢構成を

適正に保つためには、早期退職募集制度を活用しながら、計画的に一定数

の職員を新規採用し、増加する業務量への対応や、第２次淡路市総合計画

に掲げた市の将来像である「いつかきっと帰りたくなる街づくり」の実現

に向けて、必要な職員数を確保し、行政サービスの維持に努めることとす
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る。

  ※ 計画の５年間では、一時的に定年退職者が極端に少なく一方、その後の見通しは、定年

退職者が多くなる時期を迎えるため、定年退職者が極端に少なくなる時期にも、平準化を

図りながら一定数の職員を採用することで、将来の年齢構成の適正化を行う。

（計画後の見通し）

年  度 Ｒ１２ Ｒ１３ Ｒ１４ Ｒ１５ Ｒ１６ Ｒ１７

【見通し】 ４７０ ４６６ ４７６ ４７４ ４７２ ４７４

[前年比較] ４ １０ △２ △２ ２

退職者数 △１４ ０ △１２ △１２ △８

採用者数 １０ １０ １０ １０ １０

(２) 専門職員の採用

    複雑多様化・高度化する市民ニーズに対して迅速かつ的確に対応する

ため、土木技術や建築技術、社会福祉の職などの専門職員を必要に応じ採

用することとする。

    また、保育士の採用については、小規模保育所の統廃合、業務を効率化

するためのＩＣＴシステム（情報通信技術）の導入を行い、働きやすい環

境整備に努めるなど、受け入れるべき対象児童数に注視しながら、指定管

理者制度や公私連携による運営の導入などを見据え、慎重に対応する。

(３) 障害者雇用

    障害者の雇用については、単に法的雇用率の達成を目標とすることだ

けでなく、障害者雇用の趣旨を尊重し、障害者が就業可能な職場や職種等

環境を整備する。

(４) 人材育成

    働き方改革に基づき、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）

を更に推進し、心身ともに健康で働くことができる環境を整えるととも

に、複雑多様化・高度化する市民ニーズに対して迅速かつ的確に対応する

ため、職員一人一人の意識改革を図り、人材の育成及び能力開発を推進す

る。

(５) 事務事業の見直し

    限られた行政資源（人、物、税）を最大限に活用し、新たな行政課題や

社会経済情勢の変化に的確に対応し、「最小の経費で最大の投資効果を得

る」ために、引き続き、事務事業の見直しを推進する。

    また、事務事業の外部委託や、公の施設の管理運営については指定管理

者制度を導入するなど民間活力を積極的に活用する。


